
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
土
地
収
用
法
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
件

一

告

示

福
島
県
告
示
第
百
九
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

起
業
者
の
名
称

古
殿
町

二

事
業
の
種
類

古
殿
町
民
第
一
体
育
館
改
築
事
業

三

収
用
又
は
使
用
の
別
を
明
ら
か
に
し
た
起
業
地

１

収
用
の
部
分

福
島
県
石
川
郡
古
殿
町
大
字
松
川
字
横
川
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

申
請
に
係
る
事
業
は
、
次
の
と
お
り
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ

る
た
め
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

１

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

古
殿
町
民
第
一
体
育
館
改
築
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
三
条
第
三
十

二
号
に
掲
げ
る
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
そ
の
他
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
に
該
当
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

起
業
者
は
、
古
殿
町
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
に
基
づ
き
、
本
件
事
業
を
行
う
こ
と
と
し
て
お

り
、
必
要
な
予
算
措
置
を
講
じ
て
い
る
た
め
、
事
業
遂
行
の
意
思
と
能
力
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら

れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

３

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

㈠

得
ら
れ
る
公
共
の
利
益

古
殿
町
民
第
一
体
育
館
は
昭
和
五
十
二
年
に
建
設
さ
れ
て
以
降
、
町
民
や
各
行
政
区
な
ど
の

ス
ポ
ー
ツ
活
動
や
各
種
イ
ベ
ン
ト
の
拠
点
と
し
て
、
災
害
発
生
時
に
は
避
難
施
設
と
し
て
利
用

さ
れ
て
い
た
が
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
り

甚
大
な
被
害
を
受
け
、
そ
の
後
の
耐
震
診
断
で
構
造
上
危
険
な
建
築
物
で
あ
り
改
築
を
含
め
た

検
討
が
必
要
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
を
最
後
に
使
用
を
中
止
し
、

解
体
撤
去
さ
れ
て
い
る
。

解
体
前
の
古
殿
町
民
第
一
体
育
館
は
、
町
内
で
最
大
の
規
模
の
面
積
を
有
し
て
い
た
が
、
正

規
の
規
格
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
や
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
の
コ
ー
ト
が
一
面
し
か
確
保
で
き
な
か
っ

た
た
め
、
小
規
模
な
大
会
し
か
開
催
で
き
ず
、
町
民
な
ど
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
が
制
限
さ
れ
て
い

た
。
ま
た
、
駐
車
場
は
確
保
さ
れ
て
い
た
が
、
各
種
大
会
や
イ
ベ
ン
ト
時
に
入
場
で
き
な
い
車

両
が
路
上
に
駐
車
す
る
な
ど
し
て
通
行
の
妨
げ
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
古
殿
町
民
第
一
体

育
館
の
解
体
に
伴
い
、
町
民
な
ど
は
町
内
に
既
存
す
る
他
の
体
育
館
を
利
用
す
る
こ
と
と
な
っ

た
が
、
体
育
館
数
が
減
少
し
た
た
め
に
以
前
よ
り
も
利
用
者
間
の
利
用
日
時
の
調
整
が
必
要
と

な
っ
た
こ
と
に
加
え
、
古
殿
町
民
第
一
体
育
館
よ
り
も
施
設
が
狭
あ
い
で
あ
る
た
め
、
町
民
な

ど
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
が
一
層
制
限
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
、
解
体
さ
れ
た
古
殿
町
民
第
一
体
育
館

の
機
能
回
復
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
加
え
、
正
規
の
規
格
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
や
バ
レ
ー
ボ
ー

ル
の
コ
ー
ト
が
二
面
確
保
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
推
進
や
路
上
駐
車
の
解
消
が

可
能
と
な
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
収
容
人
数
が
増
加
す
る
こ
と
で
、
災
害
発
生
時
の
避
難
施
設
と

し
て
の
機
能
を
強
化
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
相
当
程
度
存
す
る
と

認
め
ら
れ
る
。

㈡

失
わ
れ
る
利
益

本
件
事
業
は
、
環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
及
び
福
島
県
環
境
影
響

評
価
条
例
（
平
成
十
年
福
島
県
条
例
第
六
十
四
号
）
に
定
め
る
対
象
事
業
に
該
当
し
な
い
。

な
お
、
起
業
者
が
本
起
業
地
及
び
周
辺
地
の
貴
重
な
動
植
物
の
情
報
に
つ
い
て
、
福
島
県
自

然
保
護
課
に
対
し
照
会
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
起
業
地
周
辺
に
お
い
て
希
少
動
植
物
の
生
息
及
び

生
育
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。

ま
た
、
古
殿
町
教
育
委
員
会
に
照
会
し
た
と
こ
ろ
、
本
起
業
地
内
は
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
外

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
、
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

㈢

事
業
計
画
の
合
理
性

本
件
事
業
は
、
広
範
な
町
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
社
会
教
育
委
員
、

ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
及
び
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
活
動
団
体
の
代
表
者
に
よ
る
古
殿
町
民
第
一
体
育
───────────────────────────────────────────────────────────
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館
整
備
検
討
委
員
会
か
ら
の
報
告
書
を
尊
重
し
な
が
ら
計
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
起
業
地
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
報
告
書
に
お
い
て
周
辺
環
境
に
考
慮
し
、
ア
ク
セ

ス
が
容
易
な
場
所
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
町
内
三
か
所
の
候
補
地
の
比
較
検
討
を
行
っ
て

い
る
が
、
地
理
的
条
件
及
び
経
済
性
か
ら
総
合
的
に
勘
案
す
る
と
、
本
起
業
地
が
最
も
合
理
的

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

４

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

㈠

事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性

古
殿
町
で
は
、
古
殿
町
民
第
一
体
育
館
が
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地

方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
り
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
た
め
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
末
を
最
後
に

古
殿
町
民
第
一
体
育
館
の
使
用
を
中
止
し
、
解
体
撤
去
し
て
い
る
。

町
民
な
ど
は
、
町
内
に
既
存
す
る
他
の
体
育
館
を
利
用
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
が
、
以
前
よ

り
も
利
用
者
間
の
利
用
日
時
の
調
整
が
必
要
と
な
っ
た
こ
と
や
施
設
が
狭
あ
い
で
あ
る
こ
と
が

問
題
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
地
元
団
体
等
か
ら
体
育
館
改
築
に
つ
い
て
の
要
望
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本

件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性
は
高
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

㈡

起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性

起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
に
必
要
な
範
囲
と
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
本
起
業
地
は
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
収
用

又
は
使
用
の
別
を
収
用
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

５

結
論

以
上
の
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

五

起
業
地
を
表
示
す
る
図
面
の
長
期
縦
覧
の
場
所

古
殿
町
教
育
委
員
会

（
土
木
総
務
課
用
地
室
）
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